
瀬戸市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

平成２４年３月３０日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第９号 

瀬戸市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則 

瀬戸市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則（昭和３

９年瀬戸市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

第２条の３ 職員がその所属する給料の支給義務

者を異にして異動した場合においては、発令の

前日までの分の給料は、その月の現日数から週

休日（瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（平成７年瀬戸市条例第３号。以下「勤務

時間条例」という。）第３条第１項に規定する

週休日をいう。以下同じ。）の日数を差し引い

た日数を基礎とした日割による計算（以下「日

割計算」という。）によりその者が従前所属し

ていた給料の支給義務者において支給し、発令

の当日以降の分の給料は、その者のその月に受

ける給料額からその者が従前所属していた給料

の支給義務者において既に支給された額を差し

引いた額を、その者が新たに所属することにな

った給料の支給義務者において支給する。 

第２条の３ 職員がその所属する給料の支給義務

者を異にして異動した場合においては、発令の

前日までの分の給料は、その月の現日数から週

休日（瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（平成７年瀬戸市条例第３号。以下「勤務

時間条例」という。）第３条第１項に規定する

週休日をいう。）の日数を差し引いた日数を基

礎とした日割による計算（以下「日割計算」と

いう。）によりその者が従前所属していた給料

の支給義務者において支給し、発令の当日以降

の分の給料は、その者のその月に受ける給料額

からその者が従前所属していた給料の支給義務

者において既に支給された額を差し引いた額

を、その者が新たに所属することになった給料

の支給義務者において支給する。 

（条例附則第１４項の規定により減ずる額の日

割計算） 

（条例附則第１４項の規定により減ずる額の日

割計算） 

第３条の２ 月の中途において、条例附則第１４

項の規定により給与が減ぜられて支給されるこ

第３条の２ 月の中途において、条例附則第１４

項の規定により給与が減ぜられて支給されるこ



ととなる職員（以下「減額支給対象職員」とい

う。）以外の者が減額支給対象職員となった場

合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員

以外の職員となった場合、離職した場合若しく

は前条第１項各号に掲げる場合に該当した場合

におけるその月の条例附則第１４項各号（第３

号及び第４号を除く。）に定める額に相当する

額の計算は、日割計算による。 

ととなる職員（以下「減額支給対象職員」とい

う。）以外の者が減額支給対象職員となった場

合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員

以外の職員となった場合、離職した場合若しく

は前条第１項各号に掲げる場合に該当した場合

におけるその月の条例第１４項各号（第３号及

び第４号を除く。）に定める額に相当する額の

計算は、日割計算による。 

（管理職手当の支給） （管理職手当の支給） 

第３条の３ ＜省略＞ 第３条の３ ＜省略＞ 

２ 前項の管理職手当は、職員が月の１日から末

日までの期間の全日数にわたって勤務しなかっ

た場合には支給できない。ただし、条例第２５

条第１項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法

（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項に

規定する通勤をいう。以下第１２条第４項第５

号及び第１５条第２号において同じ。）により

負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務時間条例

第１３条の規定により病気休暇を与えられてい

る場合は、この限りでない。 

２ 前項の管理職手当は、職員が月の１日から末

日までの期間の全日数にわたって勤務しなかっ

た場合には支給できない。ただし、条例第２５

条第１項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法

（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項に

規定する通勤をいう。以下第１２条第４項第５

号において同じ。）により負傷し、若しくは疾

病にかかり、勤務時間条例第１３条の規定によ

り病気休暇を与えられている場合は、この限り

でない。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

（住居手当の支給） （住居手当の支給） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 条例第１３条第１項第２号の市長が定める職

員は、次条第８項に該当する職員で、同項第２

号に規定する１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある子が居住するための住

宅として、同号に規定する異動又は勤務公所の

移転（職員以外の地方公務員、国家公務員又は

次条第１項に規定する者であった者から引き続

き給料表の適用を受ける職員となった者にあっ

ては、当該適用）の直前の住宅であった住宅

３ 条例第１３条第１項第２号の市長が定める職

員は、第５条の２第８項に該当する職員で、同

項第２号に規定する１８歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある子が居住するた

めの住宅として、同号に規定する異動又は勤務

公所の移転（職員以外の地方公務員、国家公務

員又は第５条の２第１項に規定する者であった

者から引き続き給料表の適用を受ける職員とな

った者にあっては、当該適用）の直前の住宅で



（市が設置する公舎及び前項に規定する住宅を

除く。）又はこれに準ずるものとして市長の定

める住宅を借り受け、月額１万２，０００円を

超える家賃を支払っているものとする。 

あった住宅（市が設置する公舎及び前項に規定

する住宅を除く。）又はこれに準ずるものとし

て市長の定める住宅を借り受け、月額１万２，

０００円を超える家賃を支払っているものとす

る。 

４から１２まで ＜省略＞ ４から１２まで ＜省略＞ 

（期末手当の支給） （期末手当の支給） 

第８条 ＜省略＞ 第８条 ＜省略＞ 

２から７まで ＜省略＞ ２から７まで ＜省略＞ 

８ 前項の期間の算定については、次に掲げる期

間を除算する。 

８ 前項の期間の算定については、次に掲げる期

間を除算する。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 育児休業法第２条の規定により育児休業を

している職員（当該育児休業の承認に係る期

間（当該期間が２以上あるときは、それぞれ

の期間を合算した期間）が１か月以下である

職員を除く。）として在職した期間について

は、その２分の１の期間 

⑵ 育児休業法第２条の規定により育児休業を

している職員として在職した期間について

は、その２分の１の期間 

⑶及び⑷ ＜省略＞ ⑶及び⑷ 省略 

９から１１まで ＜省略＞ ９から１１まで ＜省略＞ 

（条例第２３条第２項の勤務しない期間の範

囲） 

 

第１５条 条例第２３条第２項の勤務しない期間

には、病気休暇（次に掲げる場合における病気

休暇（以下「生理休暇等」という。）以外の病

気休暇をいう。以下同じ。）の日（１日の勤務

時間の一部を病気休暇により勤務しない日を含

む。）のほか、当該療養期間中の週休日、条例

第１７条第１項に規定する祝日法による休日等

及び年末年始の休日等その他の勤務しない日

（１日の勤務時間の一部を勤務しない日を含

み、生理休暇等の日その他の市長が定める日を

除く。）が含まれるものとする。 

 

⑴ 生理日の就業が著しく困難な場合  



⑵ 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又

は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかっ

た場合 

 

 ⑶ その他市長が定める場合  

（条例第２３条第２項の規定により給与を減額

する日） 

 

第１６条 一の負傷又は疾病による病気休暇が引

き続いている場合においては、当該病気休暇の

開始の日から起算して９０日の引き続き勤務し

ない期間を経過した後の引き続く勤務しない期

間における病気休暇の日（１回の勤務に割り振

られた勤務時間のすべてを病気休暇により勤務

しなかった日に限る。次項において同じ。）に

つき、給料の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額に１００分の５０を乗じて得た額

を減額する。 

 

２ 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾

病による病気休暇が引き続いている場合におい

ては、当初の病気休暇の開始の日から起算して

９０日の引き続き勤務しない期間を経過した後

の引き続く勤務しない期間における病気休暇の

日につき、給料の月額及びこれに対する地域手

当の月額の合計額に１００分の５０を乗じて得

た額を減額する。 

 

３ 前２項の規定の適用については、生理休暇等

の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務

しない期間は、引き続いているものとする。 

 

（月の中途において給与が減額される場合等に

おける給料及び地域手当の日割計算） 

 

第１７条 月の中途において給料の月額及びこれ

に対する地域手当の月額の合計額に１００分の

５０を乗じて得た額が減額されることとなった

場合等給与期間中の一部の日につき給料及び地

域手当の半額が減ぜられる場合における給料及

 



び地域手当の額の計算は、日割計算による。 

（委任） （委任） 

第１８条 ＜省略＞ 第１５条 ＜省略＞ 

  

附 則 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 


